
議案第５７号

和光市手数料条例の一部を改正する条例を定めることについて

和光市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。

和光市手数料条例の一部を改正する条例

和光市手数料条例（平成１２年条例第１６号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、改正

後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該改

正後部分に改める。

改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

別表（第２条関係） 別表（第２条関係）

～⑹（略） ～⑹（略）

⑺ 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２
４年法律第８４号）関係

⑺ 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２
４年法律第８４号）関係

事項 単位 金額 備考

登録住宅性
能評価機関
又は登録建
築物エネル
ギー消費性
能判定機関
（以下この
表において
「登録住宅
性能評価機
関等」とい
う。）が行
う技術的審
査による適
合証又は設
計住宅性能
評価書の交
付を受けて
いる低炭素
建築物新築
等計画の認
定

（略） 次に掲げる申請区分
に応じ、当該区分に
定める額（２以上の
申請区分に該当する
ときは、それぞれの
区分に定める額を合
算して得た額）
ア（略）
イ 住宅の用途を含
む建築物の住宅部
分に係る申請 次
に掲げる区分に応
じ、当該区分に定
める額
(ア) 床面積の合計
が３００平方メ
ートル未満のも
の １１，００
０円

(イ) 床面積の合計
が３００平方メ
ートル以上のも
の ２３，００
０円

ウ 非住宅用途を含
む建築物の非住宅
部分に係る申請
次に掲げる区分に
応じ、当該区分に
定める額

（略）

事項 単位 金額 備考

登録住宅性
能評価機関
又は登録建
築物エネル
ギー消費性
能判定機関
（以下この
表において
「登録住宅
性能評価機
関等」とい
う。）が行
う技術的審
査による適
合証又は設
計住宅性能
評価書の交
付を受けて
いる低炭素
建築物新築
等計画の認
定

（略） 次に掲げる申請区分
に応じ、当該区分に
定める額（２以上の
申請区分に該当する
ときは、それぞれの
区分に定める額を合
算して得た額）
ア（略）
イ 住宅の用途を含
む建築物の住戸部
分に係る申請 次
に掲げる区分に応
じ、当該区分に定
める額
(ア) 申請に係る一
の建築物の住戸
のうち同時に申
請された住戸の
数（以下この表
において「申請
住戸数」という。
）が１戸のもの
５，０００円

(イ) 申請住戸数が
１戸を超え５戸
以下のもの １
０，０００円

(ウ) 申請住戸数が
５戸を超え１０
戸以下のもの

（略）



(ア) 床面積の合計
が３００平方メ
ートル未満のも
の １１，００
０円

(イ) 床面積の合計
が３００平方メ
ートル以上のも
の １９，０
００円

登録住宅性
能評価機関
等が行う技
術的審査に
よる適合証
又は設計住
宅性能評価
書の交付を
受けていな
い低炭素建
築物新築等
計画の認定

（略） 次に掲げる申請区分
に応じ、当該区分に
定める額（２以上の
申請区分に該当する
ときは、それぞれの
区分に定める額を合
算して得た額）
ア 建築物エネルギ
ー消費性能基準等
を定める省令（平
成２８年経済産業
省・国土交通省令
第１号。以下この
表において「省令
」という。）第１
０条第２号イ⑴及
びロ⑴に定める基
準に適合するもの
次に掲げる区分

に応じ、当該区分
に定める額
(ア) 一戸建ての住
宅に係る申請
次に掲げる区分
に応じ、当該区
分に定める額
ａ 床面積の合
計が２００平
方メートル未
満のもの ４
０，０００円

ｂ 床面積の合
計が２００平
方メートル以
上のもの ４
４，０００円

(イ) 住宅の用途を
含む建築物の住
宅部分に係る申
請 次に掲げる
区分に応じ、当
該区分に定める
額
ａ 床面積の合
計が３００平
方メートル未
満のもの ８
０，０００円

ｂ 床面積の合
計が３００平

（略）

１８，０００円
(エ) 申請住戸数が
１０戸を超え２
５戸以下のもの
３１，０００

円
(オ) 申請住戸数が
２５戸を超える
もの ５２，０
００円

ウ 住宅以外の建築
物又は住宅の用途
を含む建築物（住
戸部分を除く。）
に係る申請 次に
掲げる区分に応じ、
当該区分に定める
額
(ア) 床面積の合計
（市長が別に定
める建築物につ
いては、共同住
宅の共用部分の
床面積を除く。
(イ )において同じ。
）が３００平方
メートル以下の
もの １０，０
００円

(イ) 床面積の合計
が３００平方メ
ートルを超える
もの １９，０
００円

登録住宅性
能評価機関
等が行う技
術的審査に
よる適合証
又は設計住
宅性能評価
書の交付を
受けていな
い低炭素建
築物新築等
計画の認定

（略） 次に掲げる申請区分
に応じ、当該区分に
定める額（２以上の
申請区分に該当する
ときは、それぞれの
区分に定める額を合
算して得た額）
ア 一戸建ての住宅
に係る申請 ３８
，０００円

イ 住宅の用途を含
む建築物の住戸部
分に係る申請 次
に掲げる区分に応
じ、当該区分に定
める額
(ア) 申請住戸数が
１戸のもの ３
８，０００円

(イ) 申請住戸数が
１戸を超え５戸
以下のもの ６
６，０００円

(ウ) 申請住戸数が
５戸を超え１０
戸以下のもの

（略）



方メートル以
上のもの １
３５，０００
円

イ 省令第１０条第
２号イ⑵及びロ⑵
に定める基準に適
合するもの 次に
掲げる区分に応じ、
当該区分に定める
額
(ア) 一戸建ての住
宅に係る申請
次に掲げる区分
に応じ、当該区
分に定める額
ａ 床面積の合
計が２００平
方メートル未
満のもの ２
０，０００円

ｂ 床面積の合
計が２００平
方メートル以
上のもの ２
２，０００円

(イ) 住宅の用途を
含む建築物の住
宅部分に係る申
請 次に掲げる
区分に応じ、当
該区分に定める
額
ａ 床面積の合
計が３００平
方メートル未
満のもの ３
８，０００円

ｂ 床面積の合
計が３００平
方メートル以
上のもの ６
６，０００円

ウ 省令第１０条第
１号イ⑴及びロ⑴
に定める基準に適
合する非住宅用途
を含む建築物の非
住宅部分に係る申
請 次に掲げる区
分に応じ、当該区
分に定める額
(ア) 床面積の合計
が３００平方メ
ートル未満のも
の ２６７，０
００円

(イ) 床面積の合計
が３００平方メ
ートル以上のも

９６，０００円
(エ) 申請住戸数が
１０戸を超え２
５戸以下のもの
１４０，００

０円
(オ) 申請住戸数が
２５戸を超える
もの ２０３，
０００円

ウ 共同住宅（市長
が別に定める建築
物を除く。）の共
用部分に係る申請
次に掲げる区分

に応じ、当該区分
に定める額
(ア) 床面積の合計
が３００平方メ
ートル以下のも
の １１１，０
００円

(イ) 床面積の合計
が３００平方メ
ートルを超える
もの １４５，
０００円

エ 住宅以外の建築
物又は住宅の用途
を含む建築物の住
宅用途以外の部分
に係る申請（オに
掲げる場合を除く。
） 次に掲げる区
分に応じ、当該区
分に定める額
(ア) 床面積の合計
が３００平方メ
ートル以下のも
の ２５０，０
００円

(イ) 床面積の合計
が３００平方メ
ートルを超える
もの ３１７，
０００円

オ 住宅以外の建築
物又は住宅の用途
を含む建築物の住
宅用途以外の部分
に係る申請（市長
が別に定める場合
に限る。） 次に
掲げる区分に応じ、
当該区分に定める
額
(ア) 床面積の合計
が３００平方メ
ートル以下のも
の ９１，００



の ３３４，０
００円

エ 省令第１０条第
１号イ⑵及びロ⑵
に定める基準に適
合する非住宅用途
を含む建築物の非
住宅部分に係る申
請 次に掲げる区
分に応じ、当該区
分に定める額
(ア) 床面積の合計
が３００平方メ
ートル未満のも
の １０２，０
００円

(イ) 床面積の合計
が３００平方メ
ートル以上のも
の １３０，０
００円

登録住宅性
能評価機関
等が行う技
術的審査に
よる適合証
又は設計住
宅性能評価
書の交付を
受けている
低炭素建築
物新築等計
画の変更の
認定

（略） 次に掲げる申請区分
に応じ、当該区分に
定める額（２以上の
申請区分に該当する
ときは、それぞれの
区分に定める額を合
算して得た額）
ア（略）
イ 住宅の用途を含
む建築物の住宅部
分に係る申請 次
に掲げる区分に応
じ、当該区分に定
める額
(ア) 床面積の合計
が３００平方メ
ートル未満のも
の ５，５００
円

(イ) 床面積の合計
が３００平方メ
ートル以上のも
の １１，５０
０円

ウ 非住宅用途を含
む建築物の非住宅
部分に係る申請
次に掲げる区分に
応じ、当該区分に
定める額
(ア) 床面積の合計
が３００平方メ
ートル未満のも
の ５，５００
円

(イ) 床面積の合計
が３００平方メ
ートル以上のも
の ９，５００

（略）

０円
(イ) 床面積の合計
が３００平方メ
ートルを超える
もの １１８，
０００円

登録住宅性
能評価機関
等が行う技
術的審査に
よる適合証
又は設計住
宅性能評価
書の交付を
受けている
低炭素建築
物新築等計
画の変更の
認定

（略） 次に掲げる申請区分
に応じ、当該区分に
定める額（２以上の
申請区分に該当する
ときは、それぞれの
区分に定める額を合
算して得た額）
ア（略）
イ 住宅の用途を含
む建築物の住戸部
分に係る申請 次
に掲げる区分に応
じ、当該区分に定
める額
(ア) 申請住戸数が
１戸のもの ２
，５００円

(イ) 申請住戸数が
１戸を超え５戸
以下のもの ５
，０００円

(ウ) 申請住戸数が
５戸を超え１０
戸以下のもの
９，０００円

(エ) 申請住戸数が
１０戸を超え２
５戸以下のもの
１５，５００

円
(オ) 申請住戸数が
２５戸を超える
もの ２６，０
００円

ウ 住宅以外の建築
物又は住宅の用途
を含む建築物（住
戸部分を除く。）
に係る申請 次に
掲げる区分に応じ、
当該区分に定める
額
(ア) 床面積の合計
（市長が別に定
める建築物につ
いては、共同住
宅の共用部分の
床面積を除く。
(イ )において同じ。
）が３００平方
メートル以下の
もの ５，００
０円

(イ) 床面積の合計

（略）



円

登録住宅性
能評価機関
等が行う技
術的審査に
よる適合証
又は設計住
宅性能評価
書の交付を
受けていな
い低炭素建
築物新築等
計画の変更
の認定

（略） 次に掲げる申請区分
に応じ、当該区分に
定める額（２以上の
申請区分に該当する
ときは、それぞれの
区分に定める額を合
算して得た額）
ア 省令第１０条第
２号イ⑴及びロ⑴
に定める基準に適
合するもの 次に
掲げる区分に応じ、
当該区分に定める
額
(ア) 一戸建ての住
宅 次に掲げる
区分に応じ、当
該区分に定める
額
ａ 床面積の合
計が２００平
方メートル未
満のもの ２
０，０００円

ｂ 床面積の合
計が２００平
方メートル以
上のもの ２
２，０００円

(イ) 住宅の用途を
含む建築物の住
宅部分に係る申
請 次に掲げる
区分に応じ、当
該区分に定める
額
ａ 床面積の合
計が３００平
方メートル未
満のもの ４
０，０００円

ｂ 床面積の合
計が３００平
方メートル以
上のもの ６
７，５００円

イ 省令第１０条第
２号イ⑵及びロ⑵
に定める基準に適
合するもの 次に
掲げる区分に応じ、
当該区分に定める
額
(ア) 一戸建ての住
宅 次に掲げる
区分に応じ、当
該区分に定める
額
ａ 床面積の合

（略）

が３００平方メ
ートルを超える
もの ９，５０
０円

登録住宅性
能評価機関
等が行う技
術的審査に
よる適合証
又は設計住
宅性能評価
書の交付を
受けていな
い低炭素建
築物新築等
計画の変更
の認定

（略） 次に掲げる申請区分
に応じ、当該区分に
定める額（２以上の
申請区分に該当する
ときは、それぞれの
区分に定める額を合
算して得た額）
ア 一戸建ての住宅
に係る申請 １９
，０００円

イ 住宅の用途を含
む建築物の住戸部
分に係る申請 次
に掲げる区分に応
じ、当該区分に定
める額
(ア) 申請住戸数が
１戸のもの １
９，０００円

(イ) 申請住戸数が
１戸を超え５戸
以下のもの ３
３，０００円

(ウ) 申請住戸数が
５戸を超え１０
戸以下のもの
４８，０００円

(エ) 申請住戸数が
１０戸を超え２
５戸以下のもの
７０，０００

円
(オ) 申請住戸数が
２５戸を超える
もの １０１，
５００円

ウ 共同住宅（市長
が別に定める建築
物を除く。）の共
用部分に係る申請
次に掲げる区分

に応じ、当該区分
に定める額
(ア) 床面積の合計
が３００平方メ
ートル以下のも
の ５５，５０
０円

(イ) 床面積の合計
が３００平方メ
ートルを超える
もの ７２，５
００円

エ 住宅以外の建築
物又は住宅の用途
を含む建築物の住

（略）



計が２００平
方メートル未
満のもの １
０，０００円

ｂ 床面積の合
計が２００平
方メートル以
上のもの １
１，０００円

(イ) 住宅の用途を
含む建築物の住
宅部分に係る申
請 次に掲げる
区分に応じ、当
該区分に定める
額
ａ 床面積の合
計が３００平
方メートル未
満のもの １
９，０００円

ｂ 床面積の合
計が３００平
方メートル以
上のもの ３
３，０００円

ウ 省令第１０条第
１号イ⑴及びロ⑴
に定める基準に適
合する非住宅用途
を含む建築物の非
住宅部分に係る申
請 次に掲げる区
分に応じ、当該区
分に定める額
(ア) 床面積の合計
が３００平方メ
ートル未満のも
の １３３，５
００円

(イ) 床面積の合計
が３００平方メ
ートル以上のも
の １６７，０
００円

エ 省令第１０条第
１号イ⑵及びロ⑵
に定める基準に適
合する非住宅用途
を含む建築物の非
住宅部分に係る申
請 次に掲げる区
分に応じ、当該区
分に定める額
(ア) 床面積の合計
が３００平方メ
ートル未満のも
の ５１，００
０円

(イ) 床面積の合計

宅用途以外の部分
に係る申請（オに
掲げる場合を除く。
） 次に掲げる区
分に応じ、当該区
分に定める額
(ア) 床面積の合計
が３００平方メ
ートル以下のも
の １２５，０
００円

(イ) 床面積の合計
が３００平方メ
ートルを超える
もの １５８，
５００円

オ 住宅以外の建築
物又は住宅の用途
を含む建築物の住
宅用途以外の部分
に係る申請（市長
が別に定める場合
に限る。） 次に
掲げる区分に応じ、
当該区分に定める
額
(ア) 床面積の合計
が３００平方メ
ートル以下のも
の ４５，５０
０円

(イ) 床面積の合計
が３００平方メ
ートルを超える
もの ５９，０
００円



⑻ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する
法律（平成２７年法律第５３号）関係

⑻ 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する
法律（平成２７年法律第５３号）関係

が３００平方メ
ートル以上のも
の ６５，００
０円

事項 単位 金額 備考

（略）

法第３４条
第３項に規
定する他の
建築物につ
いて、当該
建築物が記
載された同
条第１項に
規定する建
築物エネル
ギー消費性
能向上計画
が同法第３
５条第１項
の認定を受
けたことを
示す図書の
交付を受け
ていない法
第１２条第
１項又は第
１３条第２
項の規定に
基づく建築
物エネルギ
ー消費性能
適合性判定

（略） ア 建築物エネルギ
ー消費性能基準等
を定める省令（以
下この表において
「省令」という。
）第１条第１項第
１号イに定める基
準に適合するもの
次に掲げる区分

に応じ、当該区分
に定める額
(ア)・(イ)（略）
イ（略）

（略）

（略）

法第３５条
第１項各号
に掲げる基
準に適合す
ることを示
す図書の交
付を受けて
いる法第３
４条第１項
の規定に基
づく建築物
エネルギー
消費性能向
上計画の認
定

（略） 一の建築物ごとに次
に掲げる申請区分に
応じ、当該区分に定
める額（２以上の申
請区分に該当すると
きは、それぞれの区
分に定める額を合算
して得た額）
ア（略）
イ 住宅の用途を含
む建築物の住宅部
分に係る申請 次
に掲げる区分に応
じ、当該区分に定
める額
(ア) 床面積の合計
が３００平方メ
ートル未満のも
の １１，００
０円

(イ)（略）
ウ 非住宅用途を含
む建築物の非住宅

（略）

事項 単位 金額 備考

（略）

法第３４条
第３項に規
定する他の
建築物につ
いて、当該
建築物が記
載された同
条第１項に
規定する建
築物エネル
ギー消費性
能向上計画
が同法第３
５条第１項
の認定を受
けたことを
示す図書の
交付を受け
ていない法
第１２条第
１項又は第
１３条第２
項の規定に
基づく建築
物エネルギ
ー消費性能
適合性判定

（略） ア 建築物エネルギ
ー消費性能基準等
を定める省令（平
成２８年経済産業
省・国土交通省令
第１号。以下この
表において「省令
」という。）第１
条第１項第１号イ
に定める基準に適
合するもの 次に
掲げる区分に応じ、
当該区分に定める
額
(ア)・(イ)（略）
イ（略）

（略）

（略）

法第３５条
第１項各号
に掲げる基
準に適合す
ることを示
す図書の交
付を受けて
いる法第３
４条第１項
の規定に基
づく建築物
エネルギー
消費性能向
上計画の認
定

（略） 一の建築物ごとに次
に掲げる申請区分に
応じ、当該区分に定
める額（２以上の申
請区分に該当すると
きは、それぞれの区
分に定める額を合算
して得た額）
ア（略）
イ 住宅の用途を含
む建築物の住宅部
分に係る申請 次
に掲げる区分に応
じ、当該区分に定
める額
(ア) 床面積の合計
（市長が別に定
める建築物につ
いては、共用部
分の床面積を除
く。(イ)において
同じ。）が３０
０平方メートル

（略）



部分に係る申請
次に掲げる区分に
応じ、当該区分に
定める額
(ア)・(イ)（略）

法第３５条
第１項各号
に掲げる基
準に適合す
ることを示
す図書の交
付を受けて
いない法第
３４条第１
項の規定に
基づく建築
物エネルギ
ー消費性能
向上計画の
認定

（略） 一の建築物ごとに次
に掲げる申請区分に
応じ、当該区分に定
める額（２以上の申
請区分に該当すると
きは、それぞれの区
分に定める額を合算
して得た額）
ア 省令第１０条第
２号イ⑴及びロ⑴
に定める基準に適
合するもの 次に
掲げる区分に応じ、
当該区分に定める
額
(ア)（略）
(イ) 住宅の用途を
含む建築物の住
宅部分に係る申
請 次に掲げる
区分に応じ、当
該区分に定める
額
ａ 床面積の合
計が３００平
方メートル未
満のもの ８
０，０００円

ｂ（略）
イ 省令第１０条第
１号イ⑵及びロ⑵
に定める基準に適
合するもの 次に
掲げる区分に応じ、
当該区分に定める
額
(ア) 一戸建ての住
宅に係る申請
次に掲げる区分
に応じ、当該区
分に定める額
ａ 床面積の合
計が２００平
方メートル未
満のもの ２
０，０００円

ｂ 床面積の合
計が２００平
方メートル以
上のもの ２
２，０００円

(イ) 住宅の用途を
含む建築物の住
宅部分に係る申
請 次に掲げる

（略）

未満のもの １
１，０００円

(イ)（略）
ウ 住宅以外の用途
を含む建築物の住
宅以外の部分に係
る申請 次に掲げ
る区分に応じ、当
該区分に定める額
(ア)・(イ)（略）

法第３５条
第１項各号
に掲げる基
準に適合す
ることを示
す図書の交
付を受けて
いない法第
３４条第１
項の規定に
基づく建築
物エネルギ
ー消費性能
向上計画の
認定

（略） 一の建築物ごとに次
に掲げる申請区分に
応じ、当該区分に定
める額（２以上の申
請区分に該当すると
きは、それぞれの区
分に定める額を合算
して得た額）
ア 省令第１０条第
２号イ及びロに定
める基準に適合す
るもの
(ア)（略）
(イ) 住宅の用途を
含む建築物の住
宅部分に係る申
請 次に掲げる
区分に応じ、当
該区分に定める
額
ａ 床面積の合
計（市長が別
に定める建築
物については、
共用部分の床
面積を除く。
ｂにおいて同
じ。）が３０
０平方メート
ル未満のもの
８０，００

０円
ｂ（略）

イ 省令第１０条第
１号イ⑴及びロ⑴
に定める基準に適
合するもの
(ア) 住宅以外の用
途を含む建築物
の住宅以外の部
分に係る申請
次に掲げる区分
に応じ、当該区
分に定める額
ａ 床面積の合
計が３００平
方メートル未
満のもの ２
６７，０００
円

（略）



区分に応じ、当
該区分に定める
額
ａ 床面積の合
計が３００平
方メートル未
満のもの ３
８，０００円

ｂ 床面積の合
計が３００平
方メートル以
上のもの ６
６，０００円

ウ 省令第１０条第
１号イ⑴及びロ⑴
に定める基準に適
合するもの 次に
掲げる区分に応じ、
当該区分に定める
額
(ア) 非住宅用途を
含む建築物の非
住宅部分に係る
申請 次に掲げ
る区分に応じ、
当該区分に定め
る額
ａ 床面積の合
計が３００平
方メートル未
満のもの ２
６７，０００
円

ｂ 床面積の合
計が３００平
方メートル以
上のもの ３
３４，０００
円

エ 省令第１０条第
１号イ⑵及びロ⑵
に定める基準に適
合するもの 次に
掲げる区分に応じ、
当該区分に定める
額
(ア) 非住宅用途を
含む建築物の非
住宅部分に係る
申請 次に掲げ
る区分に応じ、
当該区分に定め
る額
ａ・ｂ（略）

法第３５条
第１項各号
に掲げる基
準に適合す
ることを示
す図書の交

（略） 一の建築物ごとに次
に掲げる申請区分に
応じ、当該区分に定
める額。ただし、新
たに追加される建築
物については、法第

（略）

ｂ 床面積の合
計が３００平
方メートル以
上のもの ３
３４，０００
円

ウ 省令第１０条第
１号イ⑵及びロ⑵
に定める基準に適
合するもの
(ア) 住宅以外の用
途を含む建築物
の住宅以外の部
分に係る申請
次に掲げる区分
に応じ、当該区
分に定める額
ａ・ｂ（略）

法第３５条
第１項各号
に掲げる基
準に適合す
ることを示
す図書の交
付を受けて
いる法第３
６条第１項
の規定に基
づく建築物
エネルギー
消費性能向
上計画の変
更の認定

（略） 一の建築物ごとに次
に掲げる申請区分に
応じ、当該区分に定
める額。ただし、新
たに追加される建築
物については、法第
２９条第１項の規定
に基づく認定の額（
２以上の申請区分に
該当するときは、そ
れぞれの区分に定め
る額を合算して得た
額）
ア（略）
イ 住宅の用途を含
む建築物の住宅部
分に係る申請 次
に掲げる区分に応
じ、当該区分に定
める額
(ア) 床面積の合計
（市長が別に定
める建築物につ
いては、共用部
分の床面積を除
く。(イ)において
同じ。）が３０
０平方メートル
未満のもの ５
，５００円

(イ)（略）
ウ 住宅以外の用途
を含む建築物の住
宅以外の部分に係
る申請 次に掲げ
る区分に応じ、当
該区分に定める額
(ア)・(イ)（略）

（略）

法第３５条
第１項各号
に掲げる基
準に適合す

（略） 一の建築物ごとに次
に掲げる申請区分に
応じ、当該区分に定
める額。ただし、新

（略）



付を受けて
いる法第３
６条第１項
の規定に基
づく建築物
エネルギー
消費性能向
上計画の変
更の認定

２９条第１項の規定
に基づく認定の額（
２以上の申請区分に
該当するときは、そ
れぞれの区分に定め
る額を合算して得た
額）
ア（略）
イ 住宅の用途を含
む建築物の住宅部
分に係る申請 次
に掲げる区分に応
じ、当該区分に定
める額
(ア) 床面積の合計
が３００平方メ
ートル未満のも
の ５，５００
円

(イ)（略）
ウ 非住宅用途を含
む建築物の非住宅
部分に係る申請
次に掲げる区分に
応じ、当該区分に
定める額
(ア)・(イ)（略）

法第３５条
第１項各号
に掲げる基
準に適合す
ることを示
す図書の交
付を受けて
いない法第
３６条第項
の規定に基
づく建築物
エネルギー
消費性能向
上計画の変
更の認定

（略） 一の建築物ごとに次
に掲げる申請区分に
応じ、当該区分に定
める額。ただし、新
たに追加される建築
物については、法第
２９条第１項の規定
に基づく認定の額（
２以上の申請区分に
該当するときは、そ
れぞれの区分に定め
る額を合算して得た
額）
ア 省令第１０条第
２号イ⑴及びロ⑴
に定める基準に適
合するもの 次に
掲げる区分に応じ、
当該区分に定める
額
(ア)（略）
(イ) 住宅の用途を
含む建築物の住
宅部分に係る申
請 次に掲げる
区分に応じ、当
該区分に定める
額
ａ 床面積の合
計が３００平
方メートル未
満のもの ４
０，０００円

（略）

ることを示
す図書の交
付を受けて
いない法第
３６条第項
の規定に基
づく建築物
エネルギー
消費性能向
上計画の変
更の認定

たに追加される建築
物については、法第
２９条第１項の規定
に基づく認定の額（
２以上の申請区分に
該当するときは、そ
れぞれの区分に定め
る額を合算して得た
額）
ア 省令第１０条第
２号イ及びロに定
める基準に適合す
るもの
(ア)（略）
(イ) 住宅の用途を
含む建築物の住
宅部分に係る申
請 次に掲げる
区分に応じ、当
該区分に定める
額
ａ 床面積の合
計（市長が別
に定める建築
物については、
共用部分の床
面積を除く。
ｂにおいて同
じ。）が３０
０平方メート
ル未満のもの
４０，００

０円
ｂ（略）

イ 省令第１０条第
１号イ⑴及びロ⑴
に定める基準に適
合するもの
(ア) 住宅以外の用
途を含む建築物
の住宅以外の部
分に係る申請
次に掲げる区分
に応じ、当該区
分に定める額
ａ・ｂ（略）

ウ 省令第１０条第
１号イ⑵及びロ⑵
に定める基準に適
合するもの
(ア) 住宅以外の用
途を含む建築物
の住宅以外の部
分に係る申請
次に掲げる区分
に応じ、当該区
分に定める額
ａ・ｂ（略）

法第２条第
１項第３号

（略） 次に掲げる申請区分
に応じ、当該区分に

（略）



ｂ（略）
イ 省令第１０条第
２号⑵及びロ⑵に
定める基準に適合
するもの 次に掲
げる区分に応じ、
当該区分に定める
額
(ア) 一戸建ての住
宅に係る申請
次に掲げる区分
に応じ、当該区
分に定める額
ａ 床面積の合
計が２００平
方メートル未
満のもの １
０，０００円

ｂ 床面積の合
計が２００平
方メートル以
上のもの １
１，０００円

(イ) 住宅の用途を
含む建築物の住
宅部分に係る申
請 次に掲げる
区分に応じ、当
該区分に定める
額
ａ 床面積の合
計が３００平
方メートル未
満のもの １
９，０００円

ｂ 床面積の合
計が３００平
方メートル以
上のもの ３
３，０００円

ウ 省令第１０条第
１号イ⑴及びロ⑴
に定める基準に適
合するもの 次に
掲げる区分に応じ、
当該区分に定める
額
(ア) 非住宅用途を
含む建築物の非
住宅部分に係る
申請 次に掲げ
る区分に応じ、
当該区分に定め
る額
ａ・ｂ（略）

エ 省令第１０条第
１号イ⑵及びロ⑵
に定める基準に適
合するもの 次に
掲げる区分に応じ、

に掲げる基
準に適合す
ることを示
す図書の交
付を受けて
いる法第４
１条第１項
の規定に基
づく建築物
エネルギー
消費性能に
係る認定

定める額（２以上の
申請区分に該当する
ときは、それぞれの
区分に定める額を合
算して得た額）
ア（略）
イ 住宅の用途を含
む建築物の住宅部
分に係る申請 次
に掲げる区分に応
じ、当該区分に定
める額
(ア) 床面積の合計
（市長が別に定
める建築物につ
いては、共用部
分の床面積を除
く。(ｲ)において
同じ。）が３０
０平方メートル
未満のもの １
１，０００円

(ｲ)（略）
ウ 住宅以外の用途
を含む建築物の住
宅以外の部分に係
る申請 次に掲げ
る区分に応じ、当
該区分に定める額
(ア)・(ｲ)（略）

法第２条第
１項第３号
に掲げる基
準に適合す
ることを示
す図書の交
付を受けて
いない法第
４１条第１
項の規定に
基づく建築
物エネルギ
ー消費性能
に係る認定

（略） 次に掲げる申請区分
に応じ、当該区分に
定める額（２以上の
申請区分に該当する
ときは、それぞれの
区分に定める額を合
算して得た額）
ア 省令第１条第１
項第２号イ⑴及び
ロ⑴に定める基準
に適合するもの
(ア)（略）
(ｲ) 住宅の用途を
含む建築物の住
宅部分に係る申
請 次に掲げる
区分に応じ、当
該区分に定める
額
ａ 床面積の合
計（市長が別
に定める建築
物については、
共用部分の床
面積を除く。
ｂにおいて同
じ。）が３０
０平方メート
ル未満のもの
８０，００

（略）



当該区分に定める
額
(ア) 非住宅用途を
含む建築物の非
住宅部分に係る
申請 次に掲げ
る区分に応じ、
当該区分に定め
る額

ａ・ｂ（略）

法第２条第
１項第３号
に掲げる基
準に適合す
ることを示
す図書の交
付を受けて
いる法第４
１条第１項
の規定に基
づく建築物
エネルギー
消費性能に
係る認定

（略） 次に掲げる申請区分
に応じ、当該区分に
定める額（２以上の
申請区分に該当する
ときは、それぞれの
区分に定める額を合
算して得た額）
ア（略）
イ 住宅の用途を含
む建築物の住宅部
分に係る申請 次
に掲げる区分に応
じ、当該区分に定
める額
(ア) 床面積の合計
が３００平方メ
ートル未満のも
の １１，００
０円

(ｲ)（略）
ウ 非住宅用途を含
む建築物の非住宅
部分に係る申請
次に掲げる区分に
応じ、当該区分に
定める額
(ア)・(ｲ)（略）

（略）

法第２条第
１項第３号
に掲げる基
準に適合す
ることを示
す図書の交
付を受けて
いない法第
４１条第１
項の規定に
基づく建築
物エネルギ
ー消費性能
に係る認定

（略） 次に掲げる申請区分
に応じ、当該区分に
定める額（２以上の
申請区分に該当する
ときは、それぞれの
区分に定める額を合
算して得た額）
ア 省令第１条第１
項第２号イ⑴及び
ロ⑴に定める基準
に適合するもの
次に掲げる区分に
応じ、当該区分に
定める額
(ア)（略）
(ｲ) 住宅の用途を
含む建築物の住
宅部分に係る申
請 次に掲げる
区分に応じ、当
該区分に定める
額

（略）

０円
ｂ（略）

イ 省令第１条第１
項第２号イ⑵及び
ロ⑵又は同号イ⑶
及びロ⑶に定める
基準に適合するも
の
(ア)（略）
(ｲ) 住宅の用途を
含む建築物の住
宅部分に係る申
請 次に掲げる
区分に応じ、当
該区分に定める
額
ａ 床面積の合
計（市長が別
に定める建築
物については、
共用部分の床
面積を除く。
ｂにおいて同
じ。）が３０
０平方メート
ル未満のもの
３８，００

０円
ｂ（略）

ウ 省令第１条第１
項第１号イに定め
る基準に適合する
もの
(ア) 住宅以外の用
途を含む建築物
の住宅以外の部
分に係る申請
次に掲げる区分
に応じ、当該区
分に定める額
ａ・ｂ（略）

エ 省令第１条第１
項第１号ロに定め
る基準に適合する
もの
(ア) 住宅以外の用
途を含む建築物
の住宅以外の部
分に係る申請
次に掲げる区分
に応じ、当該区
分に定める額
ａ・ｂ（略）

（略）



⑼～ （略） ⑼～ （略）

ａ 床面積の合
計が３００平
方メートル未
満のもの ８
０，０００円

ｂ（略）
イ 省令第１条第１
項第２号イ⑵及び
ロ⑵又は同号イ⑶
及びロ⑶に定める
基準に適合するも
の 次に掲げる区
分に応じ、当該区
分に定める額
(ア)（略）
(ｲ) 住宅の用途を
含む建築物の住
宅部分に係る申
請 次に掲げる
区分に応じ、当
該区分に定める
額
ａ 床面積の合
計が３００平
方メートル未
満のもの ３
８，０００円

ｂ（略）
ウ 省令第１条第１
項第１号イに定め
る基準に適合する
もの 次に掲げる
区分に応じ、当該
区分に定める額
(ア) 非住宅用途を
含む建築物の非
住宅部分に係る
申請 次に掲げ
る区分に応じ、
当該区分に定め
る額
ａ・ｂ（略）

エ 省令第１条第１
項第１号ロに定め
る基準に適合する
もの 次に掲げる
区分に応じ、当該
区分に定める額
(ア) 非住宅用途を
含む建築物の非
住宅部分に係る
申請 次に掲げ
る区分に応じ、
当該区分に定め
る額
ａ・ｂ（略）

（略）



附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和５年７月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の和光市手数料条例の規定は、施行日以後の申請に係る手数料から適用し、同

日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

令和５年６月８日提出

和光市長 柴﨑 光子

提 案 理 由

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令の改正令の施行に伴い、低炭素建築物新築等計画及び建築物エネルギー

消費性能向上計画に係る認定申請手数料について所要の改正をしたいので、地方自治法第

９６条第１項第１号の規定により、この案を提出するものである。


